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（１）全住⺠の広域避難実施を想定
原⼦⼒災害の規模や放射性物質の拡散⽅位等に不確実性があることを踏まえ、最終
的に市内全域の住⺠が広域避難を⾏うことを想定する。

（２）⼀定の地区単位毎の避難先等の設定
地域コミュニティの維持を⽬的に、⼀定の地区単位で避難先を設定する。（避難実
施時や、避難所⽣活において地域コミュニティは重要）

（３）避難のルールの設定
「どこの地区が」、「どこに集合し（バスによる集団避難の集合場所）」、「どの
道路を通って（避難ルート）」、「どこに避難するか（避難先市町と⽬的地）」を
⼀定の地区単位で定める。

（４）様々な防護措置を考慮
広域避難は最終的な防護措置であり、住⺠の安全を確保しつつ住⺠が無⽤な被ばく
を受けないという⽬的を達成する観点から、屋内への退避や飲⾷物の摂取制限など
様々な防護措置を実施する。

１．広域避難計画の策定方針



２．原子力災害対策重点区域
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原⼦⼒災害対策を重点的に
実施すべき区域（松江市）

【ＰＡＺ】
⿅島地区
島根地区の⼀部
（島根町⼤芦）
⽣⾺地区の⼀部
（上佐陀町、下佐陀町、⻄⽣⾺町）
古江地区の⼀部
（古志町、⻄⾕町、荘成町、東⻑江町
の⼀部※、⻄⻑江町の⼀部※）
※東⻑江町の⼀部と⻄⻑江町の⼀部は、
市道古志⼤野線より北側の区域。

【ＵＰＺ】
ＰＡＺを除く全地区

５ｋｍ圏内：ＰＡＺ 特定の事故時に直ちに避難等を実施する区域
３０ｋｍ圏内：ＵＰＺ 環境モニタリング等の結果を踏まえ避難等を⾏う区域



３．情報連絡体制
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情報伝達⼿段に機能不全が⽣じた際や、各情報伝達⼿段の⻑所短所を補完しあうこと
ができるよう、複数の情報伝達⼿段を確保し、適切に組み合わせて広報する。



原⼦⼒発電所における事故発⽣から広域避難実施までの住⺠が実施すべき⾏動は、緊急事態
区分（ＥＡＬ）や防護措置の実施を判断する基準（ＯＩＬ）に従う。

４．事故発生から広域避難までの流れ

○警戒事態（ＥＡＬ１）
住⺠への放射線による影響やそのおそれが

緊急のものではないが、原⼦⼒発電所におい
て事故等の異常事象の発⽣⼜はそのおそれが
あるため、国、県、市などの防災関係機関が
情報収集や防護措置実施準備のための災害体
制を敷く段階。

○施設敷地緊急事態（ＥＡＬ２）
原⼦⼒発電所において住⺠に放射線による

影響をもたらす可能性のある事故等が⽣じた
ため、ＰＡＺにおいて緊急時に備えた避難等
の防護措置の準備を開始する必要がある段階。

○全⾯緊急事態（ＥＡＬ３）
原⼦⼒発電所において住⺠に放射線による

影響をもたらす可能性が⾼い事象が⽣じた事
態であり、ＰＡＺの住⺠は速やかに広域避難
を実施する。また、ＵＰＺの住⺠は、屋内退
避を実施しながら避難準備を⾏う。

○原⼦⼒災害の発⽣（ＯＩＬ）
原⼦⼒発電所の放射性物質を閉じ込める機

能が喪失し、放射性物質が異常な⽔準で環境
に放出された段階でＵＰＺにおいて⽤いられ
る判断基準。（放射性物質は⾵向⾵速等の気
象条件によって拡散する地域にばらつきがあ
るため即時市内全域に拡散することはないが、
事故の急速な進展や気象の不確定性を考慮し
て屋内退避を実施しつつ避難指⽰に備える）

※施設敷地緊急事態要避難者…⼊院患者などの要配慮者うち、避難の実施に通常以上時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが⾼まらない者及び安定ヨウ素剤服⽤不適切者
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５．広域避難のルール
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（１）⼀般の住⺠、在宅の要配慮者の広域避難

⼤半の住⺠が⾃家⽤⾞により避難することを想定しているが、⾃家⽤⾞による避難が
困難な住⺠については、⾏政が準備するバス等により避難する。
避難経由所は、避難先⾃治体へ広域避難を⾏うにあたっての⽬的地となるものであり、
多くの駐⾞スペースを持ち、⽐較的わかりやすい⼤規模な施設を選定している。
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（２）社会福祉施設⼊所者の広域避難

５．広域避難のルール

（３）病院の⼊院患者の広域避難

避難先の病院の受け⼊れ準備や搬送⼿段の確保など避難体制が整ってから避難する。

広域福祉避難所の受け⼊れ準備や搬送⼿段の確保など避難体制が整ってから避難する。
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（４）学校・幼稚園・保育所（園）の広域避難

ＰＡＺの学校等については、警戒事態となった場合、保護者に⽣徒等を迎えに来てもらう。事故が
進展し、施設敷地緊急事態となった場合は、学校に残っている⽣徒等はＰＡＺ外の緊急退避所（松
江市総合体育館）に市が優先的に確保したバスによって避難し、保護者に引き渡す。

ＵＰＺの学校等については、施設敷地緊急事態となった時点から保護者に迎えに来てもらうなど、確
実に保護者への引き渡しが可能な⽅法で帰宅させる。周辺の放射線量が上昇した場合は、各学校等が
ある地区ごとに割り当てられた避難先に広域避難し、避難先で⽣徒等を保護者に引き渡す。

５．広域避難のルール
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松江市⼈⼝
約２０．６万⼈

島根県、⿃取県
広島県、岡⼭県

収容⼈員：約４８．９万⼈

６．地区別避難先

地区別に⼀時集結所、避難先⾃治体、避難ルート、避難経由所、広域福祉避難所等を定
めている。ピンクが松江市割り当て地域。
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６．地区別避難先
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緊急事態区分や防護措置の実施を判断する基準等によりＰＡＺ、ＵＰＺそれぞれにおけ
る市の体制を定めている。

７．広域避難に係る体制
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７．広域避難に係る体制
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７．広域避難に係る体制
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（２）安定ヨウ素剤の配布及び服⽤
ＰＡＺ
・ＰＡＺの住⺠に対する安定ヨウ素剤の配布場所は地区内に開設する⼀時集結所とする。
配布時期は、基本的には施設敷地緊急事態となった時点とするが、原⼦⼒発電所の事
故が早期に進展することが⾒込まれる場合は、警戒事態から配布する。

・全⾯緊急事態に⾄った場合において、避難を実施する際に、国若しくは県、市の指⽰
のもと速やかに服⽤する。

ＵＰＺ
・ＵＰＺの住⺠に対する安定ヨウ素剤の配布場所は地区内に開設する⼀時集結所とする。
ＵＰＺの⽅が広範囲であり配布に時間を要すると考えられることから、施設敷地緊急
事態と判断された時点から準備し、配布体制が整い次第配布する。

・原⼦⼒発電所の状況や、放射性物質の放出による環境の放射線量の上昇等に応じて、
避難等の防護措置が⾏われる際に、国若しくは県、市の指⽰のもと服⽤する。

（１）汚染スクリーニング及び除染
・原⼦⼒発電所から放射性物質が放出された後に避難した住⺠を対象として、避難者の
安⼼・安全の確保のため、３０ｋｍ圏外に設置する汚染スクリーニング場で汚染スク
リーニング（服や物品に付着した放射性物質の計測）を⾏い、基準以上の汚染が確認
された場合は除染（放射性物質を拭き取るなどして除去すること）を実施する。

８．その他
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序 章 総則
計画の⽬的、計画の想定、計画の作成及び修正、計画の周知徹底、計画作成の経緯

第１章 原⼦⼒災害対策の基本事項
防護措置（避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の服⽤、汚染スクリーニング及び除染）
原⼦⼒災害対策を重点的に実施すべき区域（ＰＡＺとＵＰＺ）
防災措置の実施基準（ＥＡＬ、ＯＩＬ）

第２章 住⺠等の広域避難
住⺠避難における市の⽅針（広域避難計画の策定⽅針、要配慮者等対応）
住⺠への情報連絡（迅速な情報提供、複数の情報伝達⼿段）
事故発⽣から広域避難までの流れ（警戒事態、施設敷地緊急事態、全⾯緊急事態）
広域避難のルール（住⺠（⼀般・要配慮者）、社会福祉施設⼊所者、⼊院患者、

学校等の広域避難）
地区別避難先等
避難所への⼊所及び避難⽣活の確⽴

第３章 広域避難に係る体制
市の広域避難に係る体制（原⼦⼒事故対策会議、災害対策本部）
避難先⾃治体の避難者受け⼊れに係る体制と主な業務

参考１ 松江市原子力災害広域避難計画の構成
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参考２ 地区別避難先一覧（詳細）の一例


